
８．一般社団法人移行に伴う定款の追加変更 

新公益法人制度への対応として，本会では，平成 20年 12月 22日開催の臨時総会において，一般
社団法人への移行を決議し，平成 21 年 1 月に所定の手続きにより移行認可申請を行った。その後，
行政庁からの指摘等により申請内容の見直し変更を行っているが，このうち定款の追加変更について

は本総会の承認を得て対応することとした。 

平成 20年 12月 22日の臨時総会で承認された定款変更の案からの追加修正は，次および次頁以降
の通りである。 

 

（1）第 11 条 3 項：代表会員の資格に関する規定の追加  

  社員と定義した代表会員についても、「退会」「除名」「資格喪失」に関する事項を規定するよう     

 指摘があり、第 11 条 3 項の条文を追加修正した。 

 

（2）第 5条 6項、第 27 条 2 項、第 51 条 

  誤字の指摘があり、修正した。 

 

（3）第 13 条（総会の権限）、第 33 条（理事会の権限） 

  第 13 条（総会の権限）と第 33 条（理事会の権限）の列記事項について指摘があり、双方の整合 

 が取れるよう列記事項を修正した。 

 

（4）第 19 条 2 項（決議）  

  特別決議（2/3 以上）を定義する条文における不要箇所の指摘があり、「可否同数のときは...」 

 以下の表現を削除修正した。 

 

（5）第 24 条（役員の選任等）  

  候補者選出手続きとしての選挙説明は社員総会の権限を奪う誤解を与える恐れがあるとの指摘が 

 あり、選挙に関する表現は定款条文からは削除するよう修正した。 

 

（6）第 6章（理事会）  

  「旧理事会」の扱いについて指摘があり、定款上で一旦削除したことが分かるような表記とする 

 よう対照表の表現を修正した。 

 

（7）第 55 条（公告）  

  電子公告をすることができない場合の公告方法について指摘があり、法律により定められた方法 

 とするよう修正した。 

 

（8）附則 2項 

  役員の交替に伴い、修正した。 

   
























